
道路美化作業実施箇所

※１　法面保護協会の道路美化作業の範囲は、国道118号と国道401号の交差点から、国道118号と会津若松裏磐梯線の交差点までとします。

造園建設業協会 L=2.3km

空調衛生工事業協会 L=5.4km

管工事協同組合 L=5.4km

北会津地区建設業組合 L=2.0km

法面保護協会 L=2.0km ※１

測量設計業協会 L=4.0km

建設業協会 L=5.5km

国土交通省 L=4.5km

会津若松建設事務所 L=4.5km

七日町通りまちなみ協議会 L=0.2km

会津若松建設事務所 L=0.2km


